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　淑徳大学は、2015（平成27）年に創立50周年を迎えます。50周年をめざしてまた50周年を超えて
本学が進むべき道を、淑徳大学ヴィジョンとして明確に掲げ、これからも社会的責任を果たしてゆく
所存です。
　淑徳大学は、このヴィジョンの実現に向け、教職員・学生が一体となって、努力を重ねてゆきます。

１　淑徳大学ヴィジョン

共生社会の創出をめざして
― 継承と改革 ―

【 三つの展開軸 】

一 教育の方向
利他共生の精神を礎とし、学士としての基本能力を備え、様々な分野で活躍
する共生実践人材を育成する。

（建学の精神の涵養、学士力の充実、実学の推進）

二 社会との関係
地域社会に根ざし、世界にも開かれ、地域への貢献や世界との交流を拡大する。

（地域貢献型大学、海外交流を推進する大学）

三 大学の運営
教職員一体で大学の仕組み・運営を見直し、教育改革や組織変革を推進する。
（内部質保証制度に基づく改革の推進：教職員一体となった教育改革、ガバナンスの確立、財務体質の強化）

                                                                             2013（平成25）年 ４月１日

淑 徳 大 学　学 長
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◎	教育目標
　学士として備えるべき３つの能力（知識・技能・態度）を身につけるとともに、共生社会の創出・
展開をめざす人材として、建学の精神を理解し、実学を通して実践力・応用力を有し、高いコ 
ミュニケーション能力を身につける。

◎	学位授与方針
 １. 専門分野における基礎的および専門的知識を修得し、それらを実践の場で生かす技能を身につ

けている。
 ２. 社会の構成員として、それぞれの分野で必要な基本的リテラシーを身につけている。
 ３. 課題発見・解決に向け、主体性を持って人々と協力し合う態度を身につけている。

◎	教育課程の編成・実施方針
　体系的な教育課程の編成を行い、履修における順次性と関連性を明確に示す。基礎教育科目では、
基本的リテラシーの修得ならびに社会人としての幅広い知識の獲得をめざし、専門教育科目では、
専門分野で必要な知識・技能の修得をめざす。
　また、学内外でのアクティブラーニングを取り入れた授業運営を行う。

◎	学生の受け入れ方針
① 本学の教育方針および教育分野に興味と関心を持ち、本学での学習に意欲を有している。
② 高等学校の学習内容を理解できている。
③ 自分の考えを、口頭や文章で適切に表現でき、他者に伝えることができる。

２−１	 大学の教育目標、学位授与方針、
	 教育課程の編成・実施方針、学生の受け入れ方針
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（Ａ）	総合福祉学部

１）	「教育に関する規則」
◎ 教育目的：社会福祉を支えるさまざまな学問分野における基礎的知識と技術を修得したうえで、

それらを総合的に理解し、実践的に応用し活用できる能力を身につける。
◎ 人材像：地域社会の諸活動をはじめ経済社会全体が抱える諸課題の解明と解決に主体的かつ積極

的に関わり、共生社会の実現に取り組む人材。

２）	教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
◎	教育目標

　専攻する社会福祉学、教育学、心理学の基本的な知識と技術を体系的に理解するとともに、そ
れらの理論と実践の関係について修得し、それぞれの場において実践する力を身につける。また、
社会の構成員として知的活動、職業生活や社会生活において求められる汎用的技能や態度及び志
向性を身に付けるとともに、人類社会の文化、社会と自然に関する知識について理解している。

◎	学位授与方針
 １. 学生個々が専攻する社会福祉学、教育学、心理学のそれぞれの分野における基礎的な知識を獲

得し、それらを実践的な活動場面で活用できるとともに、生起する様々な課題の解決能力を身
につけている。

 ２. 21世紀の市民社会の構成員に求められる言語運営能力、調査能力および情報リテラシーを身に
つけている。

 ３. 人類社会に関する深い理解ならびに日常的な社会生活に必要な態度と志向性をもっている。
◎	教育課程の編成・実施方針

　教育課程は主に基礎教育科目と専門教育科目から編成する。基礎教育科目には、養成しようと
する知識や技術に関する具体的な教育目標に基づいた汎用的な技能を修得するための基本教育科
目として、語学科目、情報科目、課題科目を配置する。
　また、人類社会の文化や社会、そして自然に関する幅広い知識を修得するために総合教育科目
を配置する。専門教育科目は、学生個々が専攻する学問分野における基礎的な知識と技術を体系
的に理解するために、科目履修の順次性と体系性をふまえるとともに、それらを実践的に展開す
る能力の育成をめざした教育課程の編成とする。

◎	学生の受け入れ方針
① 社会福祉学、教育学、心理学のいずれかの分野に対する強い興味と関心を有している。
② 獲得した専門的な知識と技術をそれぞれの実践の場において、さらに様々な経済社会全般の諸

活動において活用しようとする意欲をもっている。
③ 高校で学習した主要科目について、教科書レベルの基本的な知識を有して基礎的な問題を解く

力をもっている。
④ 自分の考えや意見を口頭および文章により適切に表現でき、他者に的確に伝えられること。

２−２	 学部の教育目標、学位授与方針、
	 教育課程の編成・実施方針、学生の受け入れ方針
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（Ｂ）	国際コミュニケーション学部

１）	「教育に関する規則」
◎ 教育目的：淑徳大学の建学の精神にもとづき、グローバル化という時代の要請を受け、多文化を

理解し世界の人々と共生していける、あるいは国際共生社会の構築を担いうる地球市民＝グロー
バルコミュニケータを育成すること。そして、地球環境共生の推進、社会共生経営の実現、国際
共生社会の構築を担いうる人材の養成を教育の基本目的としている。

◎ 人材像：教育目的にもとづき、共生社会の実現に向けて、地球全体を意識したグローバルな考え
方や地球市民＝グローバルコミュニケータという視野を獲得し、国際実業人・職業人として活躍
する人材を養成する。

２）	教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
◎	教育目標

　グローバル化という時代の要請を受け、多文化を理解し世界の人々と共生していける、あるい
は国際共生社会の構築を担いうる地球市民＝グローバルコミュニケータを育成する。

◎	学位授与方針
 １. 社会の進歩に寄与するために、そして、自己の人格向上を図るために、本学の建学の精神であ

る「共生の思想」を理解し、身につける。
 ２. 地球全体を意識したグローバルな考え方、あるいは地球市民＝「グローバルコミュニケータ」

という視野を獲得する。そしてその活動は、「国際実業人・職業人」として活躍することをめざす。
 ３. 各学科において、グローバルコミュニケータという視野を基点として、その専門的な基礎知識、

技能を身につける。
  経営コミュニケーション学科においてはマネジメント力を、文化コミュニケーション学科にお

いては異文化理解力あるいは比較文化・歴史力、そして人間環境学科においてはグローバルな
考え方のもとに、自分のめざす進路とのつながりにおいて初等教育、社会福祉、及びスポーツ
科学の各分野のそれを身につける。

 ４. 国際実業人・職業人としての「社会人基礎力」及び「コミュニケーション力」、そしてその根底
にある「自律・自立の精神」を身につける。

◎	教育課程の編成・実施方針
 １. 共生の思想に基づき、グローバルコミュニケータ、国際実業人・職業人としての考え方を学ぶ。
 ２. 各学科の人材育成方針のもとにそれぞれの専門知識、技能を学習する。
 ３. 「社会人基礎力」及び「コミュニケーション力」を獲得するための学習を行う。そのためには知

識学習だけではなく、経験学習をも重視する。
 ４. 国際実業人・職業人として活動、活躍するための、自分の進路を見通し、見定めるための学習

を行う。
 ５. 幅広い視野、教養を学習する。
◎	学生の受け入れ方針

① 国際実業人・職業人として活動、活躍をめざす方
② 学部、学科の専門分野に興味があり、あるいは自己の学習テーマと一致する方
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（Ｃ）	看護栄養学部

１）	「教育に関する規則」
◎ 教育目的：人々の健康の保持増進と病む人の生活を支えるために、看護学・栄養学分野において、

専門性の高い知識・技術および豊かな対人能力を身につける。
◎ 人材像：看護・栄養分野で働く専門職として、対象となる人々の尊厳と人権を擁護しうる高い倫

理観と確かな実践能力を備え、さらに、他の保健・医療・福祉などの専門職者と有機的に連携し
て協働できる人材。

２）	教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
◎	教育目標

　社会の一員として求められる倫理観と良識ある態度の修得を核とし、その上に看護学・栄養学
分野における基礎的な知識と技術を修得し、それらを看護・栄養専門職が必要とされる場におい
て適切に用いることのできる思考力、判断力、実践力を身につける。

◎	学位授与方針
 １. 看護学・栄養学の分野における専門職としての資格取得に必要な知識を修得している。
 ２. 修得した専門的知識と技術を、個々の対象者の状況に合わせて応用することができる。
 ３. 人々の健康および生活の質の向上にむけて、協働する人々の協力を得ながら、主体的に問題解

決に取り組むことができる。
 ４. 確かな倫理観を持ち、専門職としての責任を果たすために、生涯にわたって学び続ける姿勢を

持っている。
◎	教育課程の編成・実施方針

　建学の精神を基盤とし、学士課程で学んだ者として知的活動でも職業生活や社会生活でも必要
となる汎用的な知識と技能をもち、困難な問題に対して主体的に取り組む姿勢を育む。そのため
の科目として「大学共通科目」「学部共通科目」「基礎教育科目」を配置する。
　その上に、専門教育を基礎から発展させて体系的に学ぶ科目構成としての「専門教育科目」を
置き、看護学科は「専門基礎科目」「看護専門科目」「看護発展科目」、栄養学科は「専門基礎科目」

「専門基幹科目」「専門関連科目」により構成する。
◎	学生の受け入れ方針

① 生命に対する畏敬の念と人間に対する深い関心をもち、人々がより幸福に生きることに貢献し
ようとする意思をもっている。

② 看護学または栄養学の専門分野に対する強い関心を有し、将来その分野において専門職として
自己の能力を発揮したいという意欲を有している。

③ 専門分野を履修する上で必要となる科目について、高等学校で履修した基礎的な内容が理解で
きている。

④ 自分の考えや感じたことを口頭ならびに文章で表現し、他の人に伝えることができる。
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（Ｄ）	コミュニティ政策学部

１）	「教育に関する規則」
◎ 教育目的：地域社会におけるコミュニティ形成に関する諸課題を的確に認識し、幅広い視点から

の問題分析や課題解決のための方向性を見出し、政策提言や価値創造、地域活動などの社会開発
や地域開発の能力を身につける。

◎ 人材像：地域社会の多様な場においてコミュニティ形成の中核を担い、広くは社会開発や地域開
発に貢献する人材。

２）	教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
◎	教育目標

　地域社会をはじめとする社会の多様なコミュニティを形成するために必要となる基礎的な知識
と実践的な能力を育成するための教育を行う。すなわち、地域社会の発展の基盤となるコミュニ
ティの形成に諸課題への幅広い視点からの問題分析や課題解決のための方向性を見いだし、社会
開発や地域開発に貢献する能力を身につける。

◎	学位授与方針
 １. 専門分野における基礎的な知識を体系的に理解するとともに、自己の存在を文化や社会と関連

づけて理解することができる。
 ２. 知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な汎用的技能を身につける。
 ３. 地域社会の多様な場において、コミュニティ形成の中核を担う職業人としての態度・志向性を

持っている。
◎	教育課程の編成・実施方針

　基礎教育課程から始まる教育課程は、体系的に編成する。専門科目も、導入科目、基礎科目、
基幹科目、展開科目と順次的に構成する。また、専門性を補完し展開する関連科目と、行政、企業、
NPO等の地域の諸団体との連携・強力を推進し、学生の主体的なアクティブラーニングを内容と
する実践科目を配置する。

◎	学生の受け入れ方針
① 地域やコミュニティの問題に興味や関心を持ち、そこに生じている諸問題の解決に向け、主体

的に貢献する意志をもっている。
② 社会人として必要な幅広い分野における基礎的な知識とリーダーシップを身につける意欲を有

している。
③ 高等学校での基礎的な学習内容を理解できており、特に基本的な国語力をもっている。
④ 自分の考えを文章や口頭で適切に表現することができ、また、メモした受講内容等を他者に対

して的確に伝えることができる。
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（Ｅ）	経営学部

１）	「教育に関する規則」
◎ 教育目的：企業経営や観光ビジネスに必要な専門知識と技能を座学やフィールドにおける演習・

実習を通じて修得し、企業の問題を解決する能力やリーダーシップを発揮できる能力を身につけ
る。

◎ 人物像：使命感や責任感を持って主体的に行動し、グローバルな視点から地域資源を活用するこ
とで、企業や観光産業が直面している諸問題を解決し、ひいては地域社会の発展に貢献できる人材。

２）	教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
◎	教育目標

　社会人としての素養と高い職業意識・コミュニケーション能力を持ち、企業組織を理解し、経
営活動の諸問題を認識・解決するための基礎的知識と職業的スキルを修得し、企業経営や観光ビ
ジネスにおいて必要とされる総合的な分析力や判断力を身につける。

◎	学位授与方針
 １. 経営学の分野における基礎的な知識を得て、企業の経営活動や観光産業における問題解決能力

を身につけている。
 ２. 日本語および英語による語学運用能力、定量分析手法および情報リテラシーを習得している。
 ３. 人間と社会に関する理解を深めており、社会生活を行う上での基本的態度と志向性を持ってい

る。
◎	教育課程の編成・実施方針

　教育課程は、基礎教育科目と専門教育科目から編成し、科目間の関係や履修の順序、単位数に
配慮し、系統性と順次性のあるものにする。とくに、専門教育科目でも基礎・基本を重視し、ま
たこの科目の骨格を正確に把握できるよう、学問体系を理解する導入科目、専門教育を体系的に
展開する基礎科目、展開科目、関連科目、総合的な課題解決型学習としての演習科目、および理
論的知識を実務に応用し実際に経験型学習を展開する実践科目を配置する。

◎	学生の受け入れ方針
① 広い視野のもと地域の産業や経済について興味を持ち、地域社会の発展に貢献しようとしてい

る。
② 企業経営や観光産業に関心を持ち、そこで人々と共に働こうとしている。
③ マーケティング、会計学、観光学などの学習意欲が強く、学習成果の実践を目指している。
④ 高等学校の基礎学習内容を理解しており、自分の考えを文章や口頭で適切に表現することがで

き、他者に対して的確に伝えることができる。
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（Ｆ）	教育学部

１）	「教育に関する規則」
◎ 教育目的：子どもの知・徳・体にわたるバランスの取れた成長と支援、子どもの心と身体の健や

かな成長や発達と援助に必要な学校教育と児童福祉のあり方について、人間形成・人間発達・人
間援助の観点から考究し、それを実践する能力を身につける。

◎ 人材像：学校教育や児童福祉の分野において、子どもとともに学ぶ情熱を持ち、専門職としての
能力を備え、幅広い視野と豊な人間性に基づき同僚・保護者・地域と連携しつつ教育実践に取り
組む人材。

２）	教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
◎	教育目標

　高い使命感と倫理感を有し、子どもへの愛情と子どもに係わる人々とともに指導を行う姿勢を
持ち、学校教育・児童福祉に関する基礎および専門の知識と技能を修得し、それらを専門職とし
て発揮しようとする志向性を身につける。また、社会の構成員としての素養と態度を身につける。

◎	学位授与方針
 １. 学校教育・児童福祉の分野で専門職として実践的に活動をするに必要な理論・技能を修得して

いる。
 ２. 専門職としての高い責務と役割を認識しており、それぞれの分野での課題を見つけ、解決に向

け連携して対応する能力を身につけている。
 ３. 社会人として求められる汎用的技能および態度・志向性を身につけている。
◎	教育課程の編成・実施方針

　教育課程を専門教育科目と基礎教育科目から編成する。専門教育課目は、教育学を構成してい
る主要分野に関する基礎的な知識の修得を重視するとともに、各専門分野に結びつく幅広い内容
や専門性の修得に加え、理論的知識や能力を実務に応用する能力の修得の観点も踏まえた編成と
する。
　基礎教育課目は、社会生活に必要な汎用的技能を修得するための基本的教育科目と、人類の文
化や社会に関する幅広い知識を修得するための総合教育科目から編成する。

◎	学生の受け入れ方針
① 教育・保育分野に対する強い興味と関心を持ち、教員・保育士に対する高い職業意識を有して

いる。
② 学部教育および教員免許・保育士資格の取得に向けての高い学習意欲を有している。
③ 高等学校で履修した主要科目について、教科書レベルの基本的な知識を有し、学部教育および

資格取得に向けた基礎学力が備わっている。
④ 自分の考えを口頭で、また文章によって適切に表現することができ、他者に対して的確に伝え

ることができる。
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◎	大学院の目的
　本大学院は、本学の建学の精神に則り、深奥なる学術の理論及び応用を研究教授し、また研究
能力を養い、もって人類の文化と福祉の増進に貢献することを目的とする。（「大学院学則」第１条 
第１項）

◎	大学院の教育方針
　本大学院における教育の基本方針は次のとおりとする。
一　人類福祉の増進と、理想的な人間社会の実現に資する人材を育成する。
二　高度な学術研究と教育を通して、深い人間的な自覚の上に立ち、広い教養と専門的知識、技

能を身につけた、志を同じくする後継者を育成する。（「大学院学則」（目的）第１条第３項）

Ⅰ．総合福祉研究科
◎	教育目的・人材養成

　淑徳大学の建学の精神に基づき、総合福祉研究科においては建学の原点である社会福祉につい
て、これを現代的視野から多角的・複眼的に解明して、宗教および教育との三位一体としての総
合福祉の実現をめざす。また、総合的福祉に関する将来の実践や教育・研究活動に、高い理想と
広い視野、そして深い洞察を備えて携わり、通底する基盤である人とひと、人と社会との関係に
おける総合福祉の高度の実現に寄与しうる人材を養成する。（「淑徳大学大学院の教育に関する規
則」第２条第１項一号）

（Ⅰ―１）社会福祉学専攻
（Ⅰ―１−１）博士前期課程の教育目標、方針
◎	教育目標

　博士前期課程では、社会福祉学及びその関連領域における基本となる学識の再確認の上に専門
的な知識の修得と、研究能力及び高度の専門性を要する職業等に必要な能力を養うこと、「福祉と
は何か」に身を挺し、問い続ける基本姿勢を持つことを教育目標とする。

◎	学位授与方針
　社会福祉学専攻の博士前期課程に原則として２年以上在学する者について、次の学位授与（の
審査）方針に基づき、研究科委員会の議を経て修士課程修了を認定し、学長は、修士（社会福祉学）
の学位を授与する。

 １. 規程に基づく授業科目について所定の単位数以上を修得し、社会福祉学に関する統合的な視点。
 ２. 必要な研究指導を受けた上、得られた統合的視点と高度な知識を、現在、社会的・学問的に要

請されている問題に対し適切に適用し、独自の知見を生成して、これを社会に発信しうる力を
身につけ、学位論文（修士論文または特定課題研究レポート）の審査及び最終試験に合格する
こと。

 ３. 福祉社会の実現に寄与する社会福祉専門職としての使命感と倫理的責任を自覚して、平等観に
基づいて、人間と社会の関係のなかで柔軟に研究推進と実践を行いうること。

◎	教育課程の編成・実施方針
　博士前期課程では、学士課程教育に基づき研究に必要な基礎教育（基礎科目）を行い、そこか
らさまざまな学びを統合する視点を獲得する（発展科目）と同時に、学生のニーズに応えるそれ
ぞれの研究分野に特化したより高度の具体的知識・技術を生成するための専門的研究法の修得（演
習科目）を目指して、科目を編成する。

 １. 社会福祉及びその関連領域の研究や実践現場で役立つ専門職になるという明確な目標に応える
ために基礎科目から発展科目、さらには演習科目を段階的かつ偏りなく配置して教育する。

２−３	 大学院の教育目標、学位授与方針、
	 教育課程の編成・実施方針、学生の受け入れ方針
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 ２. 福祉社会の開発や人材の養成に貢献できるように、また、社会福祉及びその関連領域における
実践経験を踏まえた演習科目、とりわけ各事例演習や研究指導演習の充実を図る。

 ３. 「福祉とは何か」ということを問い、学びたいという意欲に応えるために基礎科目における社会
福祉の基本と、幅広い発展科目を用意し、最終的な研究指導演習の充実を図る。

 ４. 所定の単位を取得し、社会調査を用いた研究論文（修士論文を含む）の提出をすることで福祉
社会をデザインするために必要なソーシャルリサーチ能力を証する「専門社会調査士」の資格
取得が可能である。

◎	学生の受け入れ方針
 １. 社会福祉及びその関連領域の研究や実践現場で役立つ専門職になるという明確な目標を持ち、

基礎から専門的な学習へと発展させるための基礎学力を学士課程教育で身に付けている人。 
〈継続教育〉

 ２. 福祉社会の開発や人材の養成に貢献したいという明確な目標を持ち、社会福祉及びその関連領
域における実践経験を踏まえ、より高い専門性や実践力を身に付ける資質・適性に優れている人。

〈専門職・リカレント教育〉
 ３. 「福祉とは何か」ということを問い、学びたいという明確な目標を持ち、そのための基礎学力と

経験を有している人。〈生涯学習〉
　

（Ⅰ−1−2）社会福祉学専攻　博士後期課程
◎	教育目標

　博士後期課程では、専攻分野についての研究者として自立して研究活動を行うことができ、優
れて専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基盤となる学識を養うこと、「福祉
とは何か」に身を挺し、問い続ける基本姿勢を持つことを教育目標とする。

◎	学位授与方針
　本学大学院に原則として５年（博士前期課程叉は修士課程に２年以上在学し、当該課程を修了
した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学する者について、次の学
位授与（の審査）方針に基づき、研究科委員会の議を経て博士課程修了を認定し、学長は、博士（社
会福祉学）の学位を授与する。

 １. 規程に基づく授業科目について所定の単位数以上を修得し、社会福祉学に関する統合的な視点
と高度な知識・技術を体系的に修得しているとともに研究推進能力を備え、かつ独自の研究分
野に開拓・展開能力があること。

 ２. 必要な研究指導を受けた上、自らの研究課題を通して、得られた統合的視点と高度な知識を、
現在、社会的・学問的に要請されている問題に対し適切に適用し、独自の知見を生成して、投
稿論文や学会発表などを通して社会に発信し、学位論文（博士論文）の審査及び最終試験に合
格すること。

◎	教育課程の編成・実施方針
　博士後期課程では、専攻分野についての研究者として自立して研究活動を推進できるようにな
るために分野別の研究、演習科目を配置している。また、学位論文作成を促すために学位論文提
出までの過程や評価基準を明らかにしている。他専攻（分野）からの入学者には基礎科目の受講
を指導している。また、研究指導演習の一環として年２回の研究中間報告を義務付けている。

◎	学生の受け入れ方針
　博士後期課程では、専攻分野についての研究者として自立して研究活動を行い、専門職業人と
して指導者の役割を果たすという明確な目標を持ち、そのための課題を有し、広い視野と高度な
研究能力を博士前期課程において身に付けている人。

（Ⅰ―２）心理学専攻　修士課程
◎	教育目標

　発達心理学、対人心理学、臨床心理学等の心理学に関する専門的な知識を修得し、その学びを
社会的・学問的要請に応じて適切に適用し、展開する研究能力を培い、これらを基盤として、共
生社会実現に資する実践的な運用力を養うことを教育目標とする。



第
１
部　
　

Ⅰ　

基 

本 

方 

針

13

◎	学位授与方針
　心理学専攻修士課程に原則として２年以上在学する者について、次の学位授与（の審査）方針
に基づき、研究科委員会の議を経て修士課程の修了を認定し、学長は、修士（心理学）の学位を
授与する。

 １. 規程に基づく授業科目について所定の単位数以上を修得して、心理学に関する統合的な視点と
高度の知識・技術を体系的に修得していること。

 ２. 必要な研究指導を受けた上、得られた統合的視点と高度の知識を、現在、社会的・学問的に要
請されている問題に対し適切に適用し、独自の知見を生成して、これを社会に発信しうる力を
身につけ、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。

 ３. 福祉社会の実現に寄与する心理専門職としてのアイデンティティを形成し、倫理的責任を自覚
して、対象者との共感的関係を構築し、適切な心理的評価を行い、実践的支援を行いうる技能
を有すること。

◎	教育課程の編成・実施方針
 １. 学士課程教育に基づき研究に必要な基礎教育を行い、そこからさまざまな学びを統合する視点

を獲得すると同時に、それぞれの研究分野に特化したより高度の具体的知識を生成するための
専門的研究法の修得を目指す。

 ２. 発達・社会心理学領域においては、発達的存在としての人間に、さまざまな側面から迫ろうと
し、また、心理学の歴史と方法論の展開を視野にいれつつ人間関係の具体的なとらえ方を学んで、
人間のあり方に関する洞察を深める。さらに、大学内外の施設・機関等における実習において、
専門職業人として対象者のアセスメントと支援のために必要な実践力を養う。

 ３. 臨床心理学領域においては、心理的問題とその背景・展望に関するアセスメント力を深め、ク
ライアントとともに在り、確実に支えていくことができるような臨床能力を身に付けさせる。
そして、大学内外の施設・機関等における実習によって、心理臨床現場における統合的な実践
力を養う。

 ４. 得られた視点や知識が、実際にそれぞれの現場で活用でき、新しい問題に対して適切に対処で
きるように、事例研究や演習、実習形式を重視する。

◎	学生の受け入れ方針
 １. より深く、広い視野から研究課題を追究していくための心理学の基本的視点と、それにつなが

る心理学の基礎的知識や文献読解力を学士課程教育で修得して、高度な研究・実践能力を開発
するための研究・実践の基盤を身に付けている人。

 ２. 福祉社会の一翼を担おうとする明確な目標をもち、心理専門職としての高い専門性や実践力を
身に付けるための資質・適性に優れている人。
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Ⅱ．国際経営・文化研究科
◎	教育目的・人材養成

　淑徳大学の建学の精神に基づき、グローバル化、ボーダーレス化した社会に対応した経営・環
境・文化の領域において創造的な学問の構築を目的とする。価値が多様化した国際社会において
は、予測不可能で複雑かつ困難な問題に直面することが想定される。こうした難問に立ち向かう
ための高度な専門知識と技能の修得、さらには実践的行動力を備えた専門的職業人を養成する。 

（「淑徳大学大学院の教育に関する規則」第２条第１項二号）

（Ⅱ―１）国際経営専攻　修士課程
◎	教育目標

　経営を取り巻く環境の構造的変化を情報、地球環境、国際関係、組織など幅広い視点から見つ
め直し、経営研究の視座と方法を修得する。その上で、変動する経済社会に対して、経営の創造
的適応をはかるのに必要な知識・技法・理論を持った人材の養成を目標とする。

◎	学位授与方針
　国際経営専攻修士課程に原則として２年以上在学する者について、次の学位授与（の審査）方
針に基づき、研究科委員会の議を経て修士課程の修了を認定し、学長は、修士（国際経営）の学
位を授与する。

 １. 基礎理論から専門分野に亘る研究を通して、自己の研究分野に関する課題に対して常に主体的
に積極性をもって、客観的にその関連性を考究していること。

 ２. 経営とグローバルスタンダート、経営と環境政策、経営と情報システム、経営と人間との関係
から生じる諸問題に能動的・創造的に取り組んだ研究であること。

◎	教育課程の編成・実施方針
　国際的な経営環境の舞台において活躍できる、即ち創造的な経営をはかることのできる人材の
養成のため、その実現に向けて次のような「基礎科目」「プロジェクト研究科目」「専攻科目」「課
題研究」のカテゴリーで実学的なカリキュラムを編成し、自己の研究領域とその関連領域につい
ても同時並行的に履修できるように配置している。

 １. 各院生の経営学の知識の濃淡を補正できるように自由に選択できる科目が配列されている。こ
の段階では、経営学の知識について体系的な展望を得るために基礎的な理解を深めることに重
点を置いている。 

 ２. プロジェクト研究科目の指導教授は、個々の院生が入学時に提出した研究計画書に基づいて決
定される。各院生の研究分野について研究の進め方の基本を身につける。また、論文の書き方、
説得力あるプレゼンテーション技法についても指導する。

 ３. 各院生の志望キャリアに合わせて専攻科目（特論）および専攻科目（演習）の中からいくつか
を選択して履修する。提供される内容は、比較的広い幅をもって専門的な知識べースを修得す
ることが推奨される。

 ４. 各院生は、必ず２年次に提供される修士論文主指導教授の特殊演習を履修する。これらの演習は、
それぞれの問題領域において重視されるいくつかの研究テーマに沿って、個別に設定・承認さ
れた課題の修士論文を完成させる。

◎	学生の受け入れ方針
 １. 学部における学習を基礎として経営学の基礎理論をはじめ、さらに専門領域から生ずる諸問題

に能動的・創造的に取り組める人。
 ２. 外国人留学生や官公庁、学校などに既に勤務している社会人を受け入れる。マーケティング、

組織戦略、会計、人材開発などの経営学系の科目の高度な専門知識を修得できる基礎学力と適
性のある人。

（Ⅱ―２）国際文化専攻　修士課程
◎	教育目標

　世界の主要な地域の言語、宗教、思想、文学、芸術など諸文化の固有の主張と意義について学
際的に学ぶ。その上で、それらを歴史的且つグローバルな「共生」の視点から位置づけ研究して
いく。異文化交流上の摩擦や現代社会の諸問題に、「他者と共に」という共生の理念に則って貢献
できるような高度な専門知識と能力を持った人材を養成する。
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◎	学位授与方針
　国際文化専攻修士課程に原則として２年以上在学する者について、次の学位授与（の審査）方
針に基づき、研究科委員会の議を経て修士課程の修了を認定し、学長は、修士（国際文化）の学
位を授与する。

 １. 基礎から専門に亘る学習を通して、自己の関心や研究に関わる課題に対して常に主体的に積極
性をもって、客観的にその関連性を考究していること。

 ２. 日本・アジア・欧米という世界主要地域間の文化的差異がもたらす今日的な課題に、創造的に
取り組んだ研究であること。

 ３. 広範な視野に基づく総合的かつ実践的な学習によって、グローバルな「共生」の視点に立って
文化発進できる能力が培われていること。

◎	教育課程の編成方針
　異文化交流上の摩擦や現代社会の諸問題に対応できる人材の養成のために、自己の関心・研究
に実践的に即応する次のような「基礎科目」「地域言語・文化研究科目」「専攻科目」「国際文化特
殊演習」のカテゴリーでカリキュラムを編成し、同時並行的に履修できるよう配置する。１年次
後期より修士論文作成に関する指導を開始し、高度な専門性を有する論文の完成に万全を期す。

 １. 各院生の文化に関する知識の差異の補正と個別文化研究の前提となる文化の諸相を多様な視野
から学ぶ。言語学や国際文化交流に関する科目などがある。

 ２. 個別文化研究に有益な方法論を学び、その理論と技術の習得をめざす。日本・アジア・欧米の
各地域の言語・文化の研究分野における問題の所在を参加型授業によって追求し、独創的な発想・
着眼点を養う。

 ３. 各院生専攻分野に合わせて講義・演習科目を選択し、修士論文につながる専門性を身につける。
日本語・中国語・英語の各言語及び日本・アジア・欧米の３地域の各文化領域（思想文化・言
語文化・表現文化）の科目群から構成される。

 ４. 専攻する分野（日本文化・アジア文化・欧米文化から選択）の修士論文研究の領域科目として
配置する。問題解決志向の専門的な研究能力を養成する。

◎	学生の受け入れ方針
 １. 「文化とは何か」ということを問い、学びたいという意思があり、そのための基礎学力を学士課

程教育で身につけている人。
 ２. 言語・文化研究の視座や方法を修得し、さらに世界主要地域間の文化的差異と交流に関する今

日的な課題に創造的に取り組もうという意欲のある人。
 ３. 本専攻は、外国人留学生や官公庁、学校などに既に勤務している社会人を広く受け入れる。異

文化コミュニケーション、比較文化、比較文学などの喫緊の研究を通して自らの社会経験を再
検証できる人。

 ４. 本学の書学文化センターが所蔵する中国石刻拓本を活用して図像や文字による表現を文化的に
研究したい人。
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